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黒
岩
英
雄 

委
員
長

　
　
　
こ
の
火
入
れ
の
条
例

は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
が
想

定
さ
れ
る
の
か
。

　
　
　
通
常
行
う
「
鬼
火
」

と
か
は
野
焼
き
に
当
た
り
、

消
防
署
へ
の
届
出
が
必
要
で

あ
る
。
森
林
で
行
う
火
入
れ

の
場
合
な
ど
、
伐
採
し
た
木

を
燃
や
す
こ
と
等
を
想
定
し

て
い
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
こ
の
改
正
は
、
ビ
ジ

ネ
ス
的
な
こ
と
に
地
下
水
を

利
用
す
る
場
合
の
規
制
か
。

　
　
　
市
の
地
下
水
を
全
般

的
に
保
全
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
お
り
、
特
に
大
き
な

改
正
は
、
今
後
の
地
下
水
を

大
量
に
採
取
す
る
方
達
へ
ハ

ー
ド
ル
を
上
げ
る
と
こ
ろ
を

入
れ
て
あ
る
。

　
　
　
市
長
が
特
別
に
認
め

た
場
合
、
住
民
説
明
会
は
要

ら
な
い
と
あ
る
が
、
農
業
な

ど
で
水
源
を
確
保
す
る
た
め

の
ボ
ー
リ
ン
グ
の
場
合
、
住

民
説
明
会
は
要
ら
な
い
と
解

釈
し
て
い
い
か
。

　
　
　
明
確
に
す
る
こ
と
も

検
討
し
た
が
、
結
果
と
し
て

こ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

と
お
り
で
あ
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

〈
環
境
水
道
部
関
係
分
〉

　
　
　
当
初
の
予
算
が
全
部

減
額
に
な
っ
て
い
る
が
計
算

の
仕
方
は
。

　
　
　
予
算
時
に
見
込
ん
で

い
た
量
よ
り
実
績
が
少
な

か
っ
た
り
、
入
札
に
よ
る
実

績
で
減
額
と
な
っ
た
。

〈
農
林
水
産
部
関
係
分
〉

　
　
　
新
た
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

水
産
経
営
応
援
ク
ル
マ
エ
ビ

事
業
や
農
業
用
施
設
災
害
復

旧
事
業
の
申
請
取
消
し
の
主

な
理
由
は
。

　
　
　
新
た
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

の
件
は
、
深
江
漁
協
の
ク
ル

マ
エ
ビ
養
殖
場
の
機
器
導
入

へ
の
補
助
で
、
安
定
し
た
飼

育
の
た
め
効
率
よ
く
酸
素
を

水
に
溶
か
す
装
置
で
あ
る
。

こ
の
機
器
装
置
を
借
り
て
試

験
的
に
導
入
を
行
っ
た
が
、

結
果
が
思
う
よ
う
に
出
な
か

っ
た
た
め
取
下
げ
た
。

　
農
災
復
旧
事
業
は
、
事
業

費
に
対
す
る
個
人
負
担
金
が

徴
収
さ
れ
る
が
、
知
り
合
い

の
業
者
に
お
願
い
し
て
安
価

な
工
法
で
復
旧
も
可
能
で
あ

り
、
個
人
負
担
金
が
確
定
し

た
時
点
で
取
下
げ
の
判
断
と

な
っ
た
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
農
林
水
産･

建
設
委
員

会
に
分
割
付
託
さ
れ
た
関
係

分
に
つ
い
て
原
案
可
決
）

　
　
　
国
の
補
正
が
つ
い
た

か
ら
延
長
で
工
事
を
追
加
で

出
す
の
か
。

　
　
　
国
の
追
加
で
工
事
を

行
う
も
の
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
事
業
収
益
約
14
億
円
、

率
に
し
て
約
３
％
減
の
主
な

理
由
は
。

　
　
　
前
年
度
の
水
道
料
金

と
比
較
し
て
、
令
和
８
年
度

は
約
４
千
２
０
０
万
円
の
減

と
な
っ
て
い
る
。
簡
単
に
言

う
と
、
前
年
度
水
道
料
金
の

見
込
み
誤
り
と
、
節
水
に
よ

る
水
道
の
使
用
控
え
、
人
口

減
少
等
に
よ
る
有
収
水
量
の

減
少
に
よ
る
も
の
。

（
討
論
は
な
く
、採
決
の
結
果
、

原
案
可
決
）

〈
そ
の
他
の
議
案
〉

（
い
ず
れ
も
、
質
疑
・
討
論

と
も
に
な
く
、
採
決
の
結
果
、

原
案
可
決
）

　

農
林
水
産･

建
設
委
員
会

に
関
係
す
る
10
件
に
つ
い
て

引
き
続
き
要
望
を
行
う
よ
う
、

財
政
課
に
報
告
す
る
こ
と
に

決
定
。

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

【
議
案
第
28
号
】
令
和
８

年
度
南
島
原
市
水
道
事
業

会
計
予
算
に
つ
い
て

【
議
案
第
21
号
】
令
和
７

年
度
南
島
原
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
９
号
）

【
議
案
第
24
号
】
令
和
７

年
度
南
島
原
市
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

【
議
案
第
20
号
】
二
級
河

川
の
指
定
変
更
に
係
る
意

見
に
つ
い
て

【
議
案
第
29
号
】
令
和
８

年
度
南
島
原
市
下
水
道
事

業
会
計
予
算

【
長
崎
県
の
施
策
に
関
す
る

要
望
・
提
案
に
係
る
市
議

会
か
ら
の
提
案
に
つ
い
て
】

【
議
案
第
12
号
】
南
島
原

市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

【
議
案
第
13
号
】
南
島
原

市
地
下
水
保
全
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

【
議
案
第
14
号
】
南
島
原

市
廃
棄
物
の
減
量
化
、
資

源
化
及
び
適
正
処
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

農
林
水
産・建
設
委
員
長
報
告（
概
要
）

・
議
案
８
件
を
原
案
可
決
。

（
令
和
８
年
７
月
１
日
か
ら

　
　
　
令
和
11
年
６
月
30
日
）

人
権
擁
護
委
員

人
事
案
件

末
続  

修
子 

氏

（
口
之
津
町
）

本
村  

日
登
生 

氏

（
西
有
家
町
）
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日
向
栄
司 

委
員
長

　
　
　
通
常
の
衆
議
院
選
挙

の
予
算
と
比
べ
る
と
か
な
り

少
な
い
が
、
県
知
事
選
挙
と

同
時
だ
っ
た
か
ら
か
。

　
　
　
選
挙
の
種
類
に
も
よ

る
が
、
一
つ
の
選
挙
で
５
千

万
円
程
度
か
か
る
。
今
回
の

補
正
は
県
知
事
選
挙
と
衆
議

院
選
挙
が
同
時
と
な
っ
た
た

め
、約
半
分
の
増
額
で
済
ん
だ
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
承
認
）

　
　
　
条
例
が
出
来
る
前
の

段
階
で
応
募
が
あ
っ
た
９
園

に
は
、
素
案
の
よ
う
な
も
の

を
確
認
し
て
も
ら
っ
た
の
か
。

　
　
　
こ
の
条
例
は
国
が
基

準
を
定
め
て
お
り
、
条
例
整

備
ま
で
は
国
の
基
準
を
使
用

し
て
い
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
今
回
の
引
下
げ
は
他

の
市
町
で
も
行
わ
れ
る
の
か
。

　
　
　
本
市
の
よ
う
に
医
療

分
を
下
げ
、
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
納
付
金
分
を
増
や
し

て
相
殺
す
る
方
式
は
、
県
内

で
６
市
が
採
用
し
て
い
る
。

　
　
　
今
回
の
改
正
で
加
入

者
の
負
担
は
増
え
な
い
の
か
。

　
　
　
計
算
上
は
変
わ
ら
な

い
が
、
世
帯
構
成
に
よ
っ
て

は
若
干
増
え
る
場
合
も
あ
る
。

た
だ
し
18
歳
未
満
の
子
ど
も

が
い
る
世
帯
で
は
実
質
的
に

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が

多
い
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
医
師
会
か
ら
の
要
望

内
容
は
。

　
　
　
乳
幼
児
健
康
診
査
に

お
け
る
医
師
報
酬
に
つ
い
て
、

近
隣
自
治
体
の
水
準
を
踏
ま

え
た
適
正
額
へ
の
引
上
げ
や
、

今
後
の
報
酬
改
定
に
関
す
る

定
期
的
な
協
議
の
場
の
設
置

な
ど
の
要
望
が
あ
っ
た
。

　
　
　
今
回
の
引
上
げ
額
の

根
拠
は
。

　
　
　
県
内
全
市
町
の
状
況

を
調
査
、検
討
し
た
結
果
、報

酬
額
を
２
万
４
千
円
と
し
た
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
条
例
名
に「
特
定
」が

入
っ
て
い
る
議
案
第
２
号
と

の
関
係
は
。

　
　
　
本
条
例
は
事
業
を
行

う
た
め
の
認
可
基
準
を
定
め

る
も
の
で
あ
り
、
議
案
第
２

号
は
給
付
費
支
払
い
の
た
め

市
が
確
認
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
で
あ
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

〈
福
祉
保
健
部
関
係
分
〉

　
　
　
生
活
保
護
費
２
千
万

円
減
額
の
理
由
は
。

　
　
　
医
療
扶
助
費
が
当
初

見
込
み
よ
り
減
少
す
る
見
込

み
と
な
っ
た
た
め
。

〈
教
育
委
員
会
関
係
分
〉

　
　
　
中
学
校
の
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ

端
末
更
新
の
台
数
は
。

　
　
　
生
徒
分
９
６
０
台
、

教
職
員
分
１
４
４
台
の
計
１
，

１
０
４
台
で
あ
る
。

　
　
　
端
末
価
格
が
安
く
な

っ
た
理
由
は
。

　
　
　
県
の
共
同
調
達
に
よ

り
２
万
円
程
度
安
く
な
っ
た
。

性
能
も
基
準
を
満
た
し
て
い
る
。

　
　
　
寺
子
屋
事
業
の
現
状

は
。

　
　
　
コ
ロ
ナ
に
よ
り
教
室

数
は
減
少
し
た
が
徐
々
に
回

復
し
て
い
る
。
た
だ
し
少
子

化
に
よ
り
開
催
で
き
な
い
場

合
も
あ
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
文
教
厚
生
委
員
会
に
分

割
付
託
さ
れ
た
関
係
分
に
つ

い
て
原
案
可
決
）

　
　
　
出
産
育
児
一
時
金
の

金
額
と
令
和
７
年
度
の
出
生

数
は
。

　
　
　
一
時
金
は
50
万
円
。

国
民
健
康
保
険
の
出
生
数
は

現
在
20
件
で
、
近
年
は
減
少

傾
向
に
あ
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
令
和
８
年
度
の
75
歳

以
上
の
人
数
は
。

　
　
　
９
，
８
７
０
人
を
見

込
ん
で
い
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

〈
そ
の
他
の
議
案
〉

（
い
ず
れ
も
、
質
疑
・
討
論

と
も
に
な
く
、
採
決
の
結
果
、

原
案
可
決
）

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

【
議
案
第
21
号
】
令
和
７

年
度
南
島
原
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
９
号
）

【
議
案
第
26
号
】
令
和
８

年
度
南
島
原
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

【
議
案
第
27
号
】
令
和
８

年
度
南
島
原
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
予
算

【
議
案
第
15
号
】
南
島
原

市
公
民
館
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
16
号
】
南
島
原

市
社
会
体
育
施
設
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

【
議
案
第
22
号
】
令
和
７

年
度
南
島
原
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
４
号
）

【
議
案
第
23
号
】
令
和
７

年
度
南
島
原
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
２
号
）

【
議
案
第
17
号
】
南
島
原

市
立
小
・
中
学
校
体
育
施

設
の
利
用
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

【
議
案
第
10
号
】
南
島
原

市
立
認
定
こ
ど
も
園
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

【
議
案
第
８
号
】
南
島
原

市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

【
議
案
第
２
号
】
南
島
原

市
特
定
乳
児
等
通
園
支
援

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

【
承
認
第
１
号
】
専
決
処

分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
令
和
７
年
度

南
島
原
市
一
般
会
計
補
正

予
算（
第
８
号
））

【
議
案
第
９
号
】
南
島
原

市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤

の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
11
号
】
南
島
原

市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

文
教
厚
生
委
員
長
報
告
（
概
要
）

・
承
認
１
件
を
承
認　

議
案
13
件
を
原
案
可
決


